
蔵王山火山防災対策（暫定）の概要 

火山防災対策（暫定）について 

◆噴火警報（居住地域厳重警戒）に係る情報を伝達内容に追加 
  

◆対応状況に避難所開設状況の報告を追加 

居住地域厳重警戒時の対策 

※エコーライン開通期と閉鎖期それぞれの対策 
※「御釜由来の泥流」「融雪型火山泥流」に係る対策 
※併せて，噴火後に想定される「降灰後の土石流」対策も記載 
  

◆それぞれの対策に合わせた避難体制（避難対象地区，避難所）を記載。 
  

◆泥流等による浸水想定区域内への車の乗り入れを規制するため，道路の閉鎖。 
  

◆住民等の立入を規制するため，浸水区域付近等への注意喚起規制看板の設置。 
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噴火警報発表時の情報伝達等 

◆３月２３日作成の「蔵王山火山防災対策（火口周辺危険・入山危険編）」に「居住地域  
 厳重警戒編」の対策を加え，改定。 


